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計 画 名相模原市高齢者保健福祉計画
　年度～　 16

（５）個別計画の概要

（４）総合計画･実施計画における概要   

特別養護老人ホーム等建設費借入償還金補助金

老人福祉法、神奈川県民間社会福祉施設整備費借入償還金補助金交付要綱、相模原市特別養護老人ホーム等福祉
施設整備に係る建設資金の借入償還金補助金助成要綱

年度

２６法人

平成13年度（評価対象年度）平成12年度

1,684
０．２人

実   績 目   標

0 0 0 0

〔様式　１〕

042（769）8354

事 務 事 業 評 価 表

平成１４年度

特　定　財　源

決算（予算）額

合　　計

人員・時間数
人　件　費

その他経費

事
　
業
　
費

　高齢者保健福祉計画の事業量見
込みに対する進捗率により、サービ
ス提供基盤の整備状況を表す。

　高齢者保健福祉計画の事業量
見込みに対する進捗率により、
サービス提供基盤の整備状況を表
す。

指　標　① 9393－

５ 目標と実績

指標設定
の意図

目   標
平成11年度

２ 実施根拠及び関連法令等

（２）対象（誰、何）
３ 事業概要
（１）事業の目的

基本施策名
施  策  名

第
第

高齢者福祉施設の整備に要する費用（土地購入費、利
子を除く）に充てるため、社会福祉・医療事業団、神
奈川県社会福祉協議会からの借入金の償還に対する助
成　　　　　　　　２６法人に対し助成

　福祉、介護サービス提供施設の整備資金の借入金償還に対して、助成を行うことに
より、施設の整備を促進し、福祉の向上を図る。

　施設設置者

対象
数

（３）平成13年度事業の内容

計画年次 年度12

地域ケアサービスの充実
・在宅サービスの拡充
・保健福祉施設の整備促進

　高齢者ができる限り住み慣れた地域や家庭におい
て、健康で自立した生活を送れるよう様々な保健・福
祉・介護のサービスを提供するため、総合計画の部門
別計画として策定。

高齢者保健福祉計画におけるケ
アハウスの事業量見込みに対す
る定員数の達成率

各年度の事業所数／高齢者保健福祉計画の
平成１６年度事業量見込み×１００

指標式

高齢者保健福祉計画における特別
養護老人ホームの事業量見込みに
対する定員数の達成率

高齢者保健福祉計画における通所
施設の事業量見込みに対する施設
数の達成率

指標名

各年度の施設定員数／高齢者保健福祉計
画の平成１６年度事業量見込み×１００

1,684

81

115,859

1,684

102,559 115,236

０．２人 ０．２人

104,243 116,920 117,543

116,702

1,684

116,822

1,684

0

70
81

118,386

83
81

118,506

０．２人 ０．２人

事業開始年度
１ 総合計画における位置づけ

11210

政  策  名

事務事業名 事業コード

安心して生活できる福祉社会をつくります

指　標　②
指　標　③

76

実   績

－
－

70
81

４　評価指標

9393
実   績

各年度の施設定員数／高齢者保健福祉計
画の平成１６年度事業量見込み×１００

〔金額単位：千円〕

平成14年度

　高齢者保健福祉計画の事業量見
込みに対する進捗率により、サービ
ス提供基盤の整備状況を表す。

いきいきとした高齢社会の創造
地域ケアサービスの充実

担当部課名

主要事業計画対象の有無

高齢者福祉 高齢者福祉課 係

5

保健福祉部

有



102.9%
2

93.0 76.0 ③ e
93.0 70.0 f

1

1

1

2

1

あ　る

な　い

あ　る

な　い

2

説明：

説明：

Ｃ：満足できない

　現在のところ、当該事業以外に施設整備を促進する手法がない。

　現在のところ、当該事業以外に施設
整備を促進する手法がない。

成果向上の余地

理由：
　当該年度の達成度は満たしているが、高齢者保健福祉計画の事業量見込みに対して、一部満たしていない施設がある。

Ａ：達成している　　　(α≧100%)

Ｂ：一部達成していない(100%>α≧80%)

Ｃ：達成していない   （80%>α)

   α＝①、②、③の平均値  ＝

×100=

評 価

（３）経済性・効率性･･･費用対効果は妥当か

Ｃ：適応していない

Ｃ：代替の可能性高い

（５）市民満足度・・・対象市民の満足は得られているか

　都道府県、市町村の責務である特別養護老人ホーム等の整備を民間社会福祉
法人により整備するためには、本事業は欠かせないものであり、他の方策はありえ
ない。

理由：

理由：

理由：

理由：

評 価 Ａ：適応している
Ｂ：一部適応していない

評 価

Ｃ：妥当でない

Ａ：妥当である
Ｂ：一部妥当でない

Ａ：満足できる

Ａ：有効である

Ｂ：一部満足できない

理由：
Ｂ：一部有効である

Ｃ：有効でない

  

評 価

今後の進め方

継　    続

★ ★ ★ ★ ☆

７ 総合評価

他自治
体の類
似事業
との比
較

　県下の大半の市町村が本市と同様の補助制度により、施設整備を促進してい
る。

評 価

（６）有効性･･･当該事業は上位の施策を実現する上で有効か

　概ね高齢者保健福祉計画の事業量見込みは、充足しているが、特別養護老人
ホームについては、入所待機者の急増が見られるため、十分に満足を得られて
いるとはいえない状況である。

評 価

Ａ：代替の可能性ない

Ｂ：代替の可能性低い

81.0

６　個別評価

（２）必要性･･･時代変化に適応した事業内容か

（１）達成度･･･目標をどれだけ達成したか

評 価

①  a
b

108.6%100.0%
81.0

100.0%
②  c
 d

6

　特別養護老人ホーム等の整備を民間社会福祉法人により整備を進めており、
すでに地方公共団体による整備を社会福祉法人に代替している。

×100= ×100=

（４）事業の代替性・・・県、民間との役割分担のあり方から見て、市が実施していくことが適当か

　高齢者の福祉、介護サービスの提供基盤の整備促進に必要な制度である。

コスト改善余地

廃     止

完     了

８二次評価における変更点

説明

　補助制度の見直しを行って補助率を下げた場合には、事業主体の意欲低下を
招く恐れがある。

　補助制度の見直し（補助金の減額）に
ついては、事業主体の意欲低下を見極
める必要がある。

見　直　し

≪評価バランスチャート≫ 達成度

必要性

経済性・効率性

事業の代替性

市民満足度

有効性

A

B

C

A

B

C

AA

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ


